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貿易を行っている在
アジア・オセアニア日
系企業のうち、FTA・
EPAを活用している企
業の割合は43.7％と
なった。
FTA・EPAの活用率
は中小企業(36.6％)
に比べ、大企業
(47.6％)が高い。

業種別では繊維、輸
送機械器具等の活用
率が高い。

国・地域別では在韓
国日系企業の利用率
が66.7％で最も高く、

在インドネシア、
ニュージーランド、タイ
の日系企業の活用率
が5割超で高い。

輸出、輸入ともに
FTA・EPA活用率は、
13年度調査から2.5ポ
イント増加した。
在ASEAN日系企業
のFTA・EPA活用率
の推移をみると、13年
度調査と比べて、輸
出、輸入とも2ポイント
以上増加した。

既存(発効済)のFTA・EPAの活用の有無 (輸出入をしている企業のみ)
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在ASEAN日系企業のFTA・EPA活用率の推移
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〔出所〕ジェトロ「2014年度在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査」(調査実施時期：2014年10－11月）

FTA/EPAの活用動向、事例

進出日系企業のFTA・EPA活用の状況

Copyright (C) 2015 JETRO. All rights reserved.2



進出日系企業のFTA・EPA活用の状況
（注）アーリー・ハーベスト(特定品目の早期関税引き下げ)の利用も含む。2国間FTA・EPAは多国間FTA・EPAに含む。FTA・EPA活用率は、FTA・EPA活用企業数／輸出入企業数で算
出。

輸出・輸入 輸出入 FTA・EPA FTA・EPA FTA・EPA活用

相手国 企業数(社) 活用企業
(社) 活用率(%) 検討企業数(社)

日本 253 84 33.2 卸売・小売業 16 電気機械器具、化学・医薬ほか 各11 輸送機械器具 8 25

ASEAN 212 101 47.6 輸送機械器具 23 卸売・小売業 20 電気機械器具 15 37

中国 89 36 40.4 化学・医薬 9 電気機械器具、輸送機械器具 各7 卸売・小売業 3 9

インド 80 28 35 電気機械器具 9 輸送機械器具 7 化学・医薬 4 8

韓国 33 14 42.4 化学・医薬ほか 各3 一般機械器具ほか 各2 4

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 39 21 53.8 電気機械器具 7 輸送機械器具ほか 各3 食料品ほか 各2 1

日本 315 128 40.6 卸売・小売業 32 輸送機械器具 19 鉄・非鉄・金属 17 44

中国 134 61 45.5 卸売・小売業 15 電気機械器具 11 輸送機械器具 8 13

ASEAN 126 66 52.4 輸送機械器具 17 卸売・小売業 11 電気機械器具 10 11

韓国 48 19 39.6 卸売・小売業 5 鉄・非鉄・金属ほか 各3 1

インド 24 8 33.3 輸送機械器具 3 鉄・非鉄・金属 2 化学・医薬ほか 各1 2

ASEAN 112 53 47.3 電気機械器具ほか 各9 輸送機械器具 6 鉄・非鉄・金属ほか 各4 6

日本 97 35 36.1 鉄・非鉄・金属 5 化学・医薬ほか 各4 卸売・小売業ほか 各3 1

中国 60 27 45 化学・医薬 7 電気機械器具 4 食料品 2 1

インド 29 15 51.7 化学・医薬 6 電気機械器具 3 卸売・小売業ほか 各1 2

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 20 11 55 化学・医薬 5 電気機械器具 3 鉄・非鉄・金属ほか 各1 1

日本 144 39 27.1 卸売・小売業 8 鉄・非鉄・金属 6 化学・医薬ほか 各5 10

ASEAN 98 39 39.8 卸売・小売業 8 電気機械器具ほか 各6 化学・医薬 5 5

中国 71 25 35.2 電気機械器具ほか 5 化学・医薬ほか 各3 食料品ほか 各1 2

韓国 26 13 54.2 鉄・非鉄・金属ほか 各2 電気機械器具ほか 各1 0
ASEAN 159 69 43.4 卸売・小売業 48 化学・医薬 7 鉄・非鉄・金属 4 18

インド 75 27 36 卸売・小売業 18 化学・医薬 6 鉄・非鉄・金属ほか 各1 11

日本 63 29 46 卸売・小売業 16 化学・医薬 8 鉄・非鉄・金属 2 3

中国 54 21 38.9 卸売・小売業 11 化学・医薬 6 鉄・非鉄・金属 2 6

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 61 13 21.3 卸売・小売業 6 化学・医薬 5 精密機械器具 1 7

韓国 29 13 44.8 卸売・小売業 8 化学・医薬 4 鉄・非鉄・金属 1 1

日本 80 13 16.3 輸送機械器具ほか 各3 精密機械器具ほか 各1 9

ASEAN 45 13 28.9 輸送機械器具 6 電気機械器具 2 化学・医薬ほか 各1 4

日本 87 16 18.4 卸売・小売業 4 化学・医薬ほか 各3 精密機械器具 1 9

ASEAN 54 12 22.2 卸売・小売業 3 電気機械器具ほか 各2 化学・医薬ほか 各1 7

タイ
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〔出所〕ジェトロ「2014年度在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査」(調査実施時期：2014年10－11月）
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進出日系企業のFTA・EPA活用の状況
輸出・輸入 輸出入 FTA・EPA FTA・EPA FTA・EPA活用

相手国 企業数(社) 活用企業
(社) 活用率(%) 検討企業数(社)

日本 176 52 29.5 輸送機械器具 11 繊維ほか 各7 化学・医薬 5 19

ASEAN 146 70 47.9 輸送機械器具 24 化学・医薬 9 卸売・小売業 8 12

中国 60 19 31.7 化学・医薬 4 ゴム・皮革ほか 3 卸売・小売業 2 6

日本 278 140 50.4 輸送機械器具ほか 各37 一般機械器具ほか 各11 鉄・非鉄・金属 8 30

ASEAN 181 101 55.8 輸送機械器具 29 卸売・小売業 28 化学・医薬 12 18

中国 124 55 44.4 卸売・小売業 22 輸送機械器具 9 一般機械器具 5 14

日本 199 41 20.6 繊維 9 化学・医薬 7 鉄・非鉄・金属 5 29

ASEAN 131 45 34.4 輸送機械器具 9 化学・医薬ほか 各8 電気機械器具 6 14

中国 64 18 28.1 鉄・非鉄・金属ほか 各3 化学・医薬 2 食料品ほか 各1 6

日本 214 41 19.2 卸売・小売業 6 化学・医薬ほか 各5 食料品ほか 各3 33

ASEAN 144 47 32.6 輸送機械器具ほか 各9 化学・医薬 7 繊維ほか 各4 19

中国 117 25 21.4 卸売・小売業 10 化学・医薬ほか 各3 食料品ほか 各1 11

香港 162 24 14.8 電気機械器具ほか 各6 化学・医薬 3 輸送機械器具ほか 各2 17

ASEAN 131 43 32.8 輸送機械器具 9 卸売・小売業 8 繊維 6 22

台湾 68 12 17.6 電気機械器具ほか 各3 卸売・小売業 2 化学・医薬ほか 各1 7

香港 123 15 12.2 電気機械器具 4 化学・医薬ほか 各2 食料品ほか 各1 12

ASEAN 91 44 48.4 卸売・小売業 13 輸送機械器具 9 化学・医薬 6 14

台湾 64 16 25 輸送機械器具 6 電気機械器具ほか 各3 化学・医薬ほか 各1 9

香港・マカオ 輸出 中国 87 14 16.1 卸売・小売業 8 食料品ほか 各1 9

輸出 中国 42 9 21.4 化学・医薬 4 ゴム・皮革ほか 各1 6

輸入 中国 27 4 14.8 化学・医薬、輸送機械器具 各2 5

ASEAN 42 23 54.8 卸売・小売業 8 化学・医薬 7 鉄・非鉄・金属 各2 7

EU 26 19 73.1 化学・医薬 6 輸送機械器具 4 卸売・小売業 3 2

ASEAN 44 30 68.2 卸売・小売業 17 化学・医薬 5 電気機械器具ほか 各2 5

EU 31 20 64.5 卸売・小売業 9 一般機械器具 3 化学・医薬ほか 各2 1

日本 63 11 17.5 卸売・小売業 7 輸送機械器具 2 化学・医薬ほか 各1 6

ASEAN 72 19 26.4 輸送機械器具 9 卸売・小売業 6 一般機械器具 2 19

日本 199 76 38.2 卸売・小売業 27 輸送機械器具 25 一般機械器具 5 42

ASEAN 148 74 50 卸売・小売業 28 輸送機械器具 24 電気機械器具 7 33

輸出 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ 38 9 23.7 卸売・小売業 4 食料品ほか 各1 6

ASEAN 49 23 46.9 卸売・小売業 14 電気機械器具ほか 各2 食料品ほか 各1 5

米国 29 7 24.1 卸売・小売業 4 輸送機械器具 1 3
ニュージーランド 輸出 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 18 13 72.2 食料品 4 木材・パルプ 2 繊維ほか 各1 3
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〔出所〕ジェトロ「2014年度在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査」(調査実施時期：2014年10－11月）Copyright (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 4
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FTA/EPAの活用動向、事例

日本のFTA/EPAの活用事例：物品

Copyright (C) 2015 JETRO. All rights reserved.

飲料メーカーA社は、各種原材料をメキシコへ輸出し、飲料を
現地で生産・販売。EPAを利用しない場合と比較し、関税削減
効果は約1,500万円。社内取引により関税削減メリットを直接
享受。

●キャップ用資材
●ラベル用資材
●包装用資材
●香料

●飲料

※2005年4月～06年3月実績

税率が EPA利用で

キャップ用資材 15％⇒14.4％
ラベル用資材 10％ ⇒0％
包装用資材 10％ ⇒0％
香料 15％ ⇒0％

B社…年間数百万の関税削減効果

規模：中小企業（資本金1億円）、従業員300人未満

業種：スポーツ用品の製造販売

海外：タイなどに海外現地法人（工場）所有

体制：担当者2名

■ 日タイ、日インドネシア、AFTA、ASEAN＋中国・韓国FTAを利用

・スポーツ用繊維製品をタイで生産し、タイ国内や他のアジア諸国で販

売、あるいは日本に輸入販売。

・使用する原産地規則は付加価値基準が中心。

■ 利用のきっかけと初回の苦労

・タイの現地販売会社からFTAの存在を知り、商工会議所に活用の可否

と手続きを相談。

・基盤づくりは大変だが、一度使えば次回以降は問題ない。

■ 活用メリット

関税率の削減・撤廃による、数百万単位でのコスト削減。

例えば日タイ間では、FTA利用で

（日本→タイ） 機械部品 4％ ⇒0％
（タイ→日本） 繊維製品 5～8％ ⇒0％

〔出所〕経済産業省資料 〔出所〕 ジェトロによるヒアリング

A社…1,500万円の関税削減効果
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■ シンガポールの事例（米国・シンガポール）

シンガポールでは、外資系銀行には支店数やATM数に数量制限がかけられる中、米
国・シンガポールEPAで、シンガポールは米国に対してFTA発効後３年以内に数量制限
を撤廃。これにより、米系銀行はシンガポールで支店やATM数を拡大。

■ 韓国の事例（米国・韓国EPA、EU・韓国)

韓国では法律事務に対する外資参入には厳しい制限ある中、米国・韓国EPA、EU・韓国
EPAに基づき、米国、EUの法律事務所による事務所設立と、外国法に関する法律事務
への従事が可能となった。EU企業は2016年7月、米国企業は2017年3月以降、韓国の
弁護士を雇用し訴訟を含む全業務を処理できる。欧米法律事務所が拠点開設。

■ タイの事例（オーストラリア・タイEPA、日本・タイ)

タイでは、外国人事業法下のネガティブリストで、原則としてサービス業の外資出資比率
は50％未満に規制されている中、一部のサービス業で外資規制を緩和。同EPAを利用
してサービス業が参入する事例も。

FTA/EPAの活用事例：サービス

Copyright (C) 2015 JETRO. All rights reserved.

FTA/EPAの活用動向、事例
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FTA/EPAは企業による活用が進みつつあり、中堅・中小企業にとっても、海外ビジネス展開に不可
欠なツールになっている。TPPにより、さらに、ビジネスの選択肢が大きく広がることが期待される。

①協定締結国への市場アクセスの向上

TPPにより、協定締結国へ有利な関税率（多くの場合無税）で輸出できるようになる。特にこれまで
日本とFTAが締結されていない米国、カナダ、ニュージーランドにおいて、大幅な市場アクセスの改
善につながる。

②サプライチェーンの広がり

第3国間（例えばベトナム、マレーシア⇒米国など）でも市場アクセスが大きく改善することから、進

出日系企業による販売・調達（日本からの調達を含む）の選択肢が広がり、国境を越えたサプライ
チェーンが一層広がっていくことが期待される。「完全累積制度」の導入は、これを後押しする。

③物品市場アクセス以外でのビジネス機会の拡大

投資・サービスの自由化により、日本企業の海外進出がしやすくなる（例：ベトナム小売分野のエコ
ノミックニーズテストの廃止、マレーシアのコンビニエンスストアへの外資規制緩和）。政府調達への

参入機会の拡大、など。

★ただし、自社だけでなく、競合相手、取引先への影響（間接的影響）にも留意が必要。

まとめ:TPP活用で広がるビジネス機会

Copyright (C) 2015 JETRO. All rights reserved.

まとめ
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■ ジェトロの「世界各国の関税率：http://www.jetro.go.jp/theme/export/tariff/

■ FedEx Trade Networks社のWorld Tariff。
■ 日本国内居住者の方はどなたでも、無料でご利用頂けま
す。
■ ユーザー登録をいただき、IDとパスワードを取得下さい。
取得後は以下のサイトから閲覧可能です。
http://www.worldtariff.com/

出所：WorldTariff website

各国の関税率の調べ方

Copyright (C) 2015 JETRO. All rights reserved.

ジェトロ事業・サービスの紹介
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ケース：ベトナムのエアコンの関税率

Copyright (C) 2015 JETRO. All rights reserved.

ジェトロ事業・サービスの紹介
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参考情報：世界のＦＴＡ一覧
http://www.jetro.go.jp/theme/wto-fta/

Copyright (C) 2015 JETRO. All rights reserved.

ジェトロ事業・サービスの紹介
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ジェトロでは、TPP関連情報をとりまとめ、「TPPを活用する」ページをウェブサイトに掲載し
情報提供しています。

ジェトロ・ウェブサイト「TPPを活用する」

Copyright (C) 2015 JETRO. All rights reserved.

TPPの基本を知る
各所で実施しているTPP説明会での講演資料
や、11⽉5⽇に公表された協定⽂書を掲載して
います。また、関係機関、海外各国へのリンク
も掲載しています。

TPPを活⽤するには
ジェトロ作成の「TPP早分かりガイ
ド」、関税撤廃スケジュールを掲載して
います。

TPP関連ニュース（通商弘報より）
主にジェトロの海外拠点から発信されたTPPに
関するニュースを掲載しています。

イベント情報
ジェトロ主催のTPP関連イベント、セミナー、講演会等の告知を
しています。

お問い合わせ先
ジェトロの「TPP相談窓⼝」の電話番号、ウェブからの受付
フォームを掲載しています。

アクセスは、以下URLもしくは右QRコードから

URL：https://www.jetro.go.jp/theme/wto-fta/tpp/

ジェトロ事業・サービスの紹介
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TPPの情報収集に「通商弘報」をご活用下さい

Copyright (C) 2015 JETRO. All rights reserved.

「⽇刊 通商弘報」は、ジェトロが70カ所を超える海外事務所網で⽇々収集している政治・経
済・産業・制度情報を毎⽇お届けする有料ビジネスニュースです。ぜひ購読をご検討下さい。

記事検索画⾯
ビジネスに役⽴つ情報を重点配信
制度・規制の変更やコスト増減の原因となり得る
突発的事件など

ジェトロならではの信頼性
情報の正確さ、信頼性を追求
他のメディアから得にくい「現地情報」を中⼼に配信

情報量の多さ
年間約3,000件の記事を配信（1⽇15件程度）
※メールでの配信およびWEB上での記事掲載
（年末年始、⼟⽇祝祭⽇を除く）

通商弘報の特⻑

基本購読料
（メール配信＋WEB記事検索）

年間：36,288円 （税込）
半年：18,144円 （税込）

お問い合わせ先
⽇本貿易振興機構（ジェトロ）
海外調査部 海外調査計画課（出版班）
TEL：03-3582-3518
Email：kouhou@jetro.go.jp 
URL：http://www.jetro.go.jp/biznews/

購読⽅法・料⾦

ジェトロ事業・サービスの紹介

12



1.情報収集 (2)セミナーや相談など

13

①ジェトロ仙台が主催するセミナーの殆どが無料です

年間２０回程度、様々なテーマで開催しています

②セミナー情報などメルマガに登録すれば毎月２回お届けします（無料）

③ジェトロへの相談は何時でもどなたでも無料です

④電話はもちろん、メールやＦＡＸでもお受けできます

TEL 022-223-7484      E-Mail sen@jetro.go.jp

⑤より突っ込んだ相談なら面談がお勧めです。事前の予約が安心です。

⑥各国の市場性、輸出手続き、関税率、法人設立手続きなどの具体的な

質問はもちろん、各社の事情に沿った支援を提案・提供します

⑦必要に応じ、中小機構やＪＩＣＡ、自治体や中央官庁の仙台事務所（局）等

他の支援機関と連携して支援します

Copyright (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 



1.情報収集 (３)個別調査、出張時の事情説明など

14

海外ブリーフィングサービス
世界約70カ所の海外事務所にて、現地一般経済事情やビジネス環境について、海外駐在員や
専門アドバイザーが情報提供を行います。

お申し込みは海外事務所訪問の6週間前からお受けします。ご出発2週間前までを目安にお申し込みください。
日本出発予定日の4営業日前を過ぎたお申込みは受け付けしかねます。

Copyright (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 



1.情報収集 (４)海外コーディネーター

15

中小企業の皆様を対象に製品・商品の輸出可能性につきお答えします

ジェトロが海外に配置する各分野の専門家（海外コーディネーター）が、海外ビジネスに

関するお問い合わせについて、現地の感覚・目線でお答えします。本サービスは、「国・地域」と

「産業分野」が限定されています。また、ご利用は「中小企業」に限られます。

（農林水産・食品分野、インフラ・プラント分野は、「大企業」でも利用可能です。）

Copyright (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 



1.情報収集 (４)海外コーディネーター

16
Copyright (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 



1.情報収集 (５)海外ミニ調査サービス

17

コーディネーターが居ない場所や分野であっても、海外の情報をお調べします

海外取引の足がかりとしての企業検索や統計資料など、ワンポイント情報収集をオーダー

メイドで行います（有料／ジェトロ･メンバーズ会員割引料金あり）。

Copyright (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 

東日本大震災の罹災証明をお持ちの中小企業には本年度、無料枠の設定があります。



1.情報収集 (５)海外ミニ調査サービス

調査対象範囲：
専門性を伴わない一般的な内容かつジェトロ海外事務所で比較的簡易に調べうるもの

調査対象地域
ジェトロ海外事務所が所在する国・都市

市場調査は対象外

調査期間はお申し込みの正式な成立後2～3カ月程度

現地語の調査レポートは原文（原語）のままお渡し
調査結果は第3者への提供は不可
ご依頼の内容によってユニット数（対象数、項目数、調査の難易度等）が加算され、
それぞれ料金が異なります。
一般的なご依頼の利用料金は数万円～数十万円。

最低基本2ユニット 21,600円（税込）ですが、「中小企業」は1ユニット（10,800円～）から計算

18
Copyright (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 

東日本大震災の罹災証明をお持ちの中小企業には本年度、無料枠の設定があります。



⽇本の中堅・中⼩企業が、新興国等への海外展開（拠点設⽴・輸出等）に取り組む際、海外ビジネスに精通
した外部⼈材（専⾨家）を雇⽤する経費等の⼀部を助成することで、中堅・中⼩企業の海外展開の実現を促
進します。

○対象者：中⼩企業者、中堅企業、中堅・中⼩企業者複数で構成されるグループ
○対象経費：専⾨家の⼈件費、専⾨家の国内⻑距離通勤費、現地法⼈登記代⾏委託費⽤

※2015年度の申込みは締め切りました。
※2016年度も専⾨家活⽤による⽀援サービスを実施予定です。

■本サービスはジェトロで審査のうえ、ご利⽤いただいております。
※分野によってはご相談に対応しかねる場合があります。ご了承ください。

海外展開のための専門家活用サービス

進出先検討、F/S調査、パートナー発掘

ジェトロ事業・サービスの紹介

Copyright (C) 2015 JETRO. All rights reserved.
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【２０１５年度】

①バンコク近郊・チェンマイ＜外食＞（2015年8月24日-２８日）
②シカゴ・トロント（2015年11月19日-23日）
③ジャカルタ（2015年11月23日-26日）現在募集中
④ドバイ・アブダビ・ジェッタ（2016年1月18日-21日）
⑤ロンドン・パリ＜外食＞（2016年3月14日-18日）

【２０１３年度】
①ハノイ・ホーチミン（２０１３年５月）
②ヤンゴン（２０１３年９月）
③バンコク＜外食商談会＞（２０１３年９月）
④北京＜高齢者産業＞（２０１３年１０月）
⑤大連・瀋陽（２０１３年１１月）
⑥シンガポール・クアラルンプール（２０１４年１月）

【２０１４年度】
①ハノイ・ホーチミン（２０１４年１２月）
②香港＜外食産業＞（２０１５年１月）
③アメリカ西海岸（２０１５年１月）
④ミャンマー（２０１５年２月）

日系企業店舗訪問風景

＜ミッションの主なプログラム＞
・投資環境セミナー
・有力パートナー候補との商談会
・現地ビジネスパートナー候補との交流会
・分野別の企業訪問
・有力商業施設の訪問
・市場視察 等

現地パートナー候補訪問風景

商談会風景

ミッション派遣事業

Copyright (C) 2015 JETRO. All rights reserved.

ジェトロ事業・サービスの紹介
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 HIDA((財)海外産業人材育成協会)と連携して、若手社会人・
学生を途上国の政府、公的機関、民間企業等に派遣する
海外インターンシップを通じた人材育成

 2015年度も引続き実施。(METI委託事業）

【国際即戦力育成インターンシップ事業】

４．海外展開の個別支援強化、グローバル人材育成

輸出入取引に必要な知識を体系的に身につけたい

貿易取引をｺｽﾄ削減、ﾘｽｸ管理から見直したい

国際的な人材育成のための研修を探している

【貿易実務オンライン講座】

Copyright (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 

 eラーニングを活用した教材で、空いた時間を活用して、貿易

実務を効率よく学習できます。

 基礎から体系的に学習できる「基礎編」、より実践的な

ノウハウが身につく「応用編」、貿易取引における英文契約を

学べる「英文契約編」の3講座に加え、中国輸出に特化した

「中国輸出ビジネス編」を開設しました。

 総受講口数は47,000口(企業数19,100社)

 受講料（全て税別）

「基礎編」2万円、「応用編」2万4千円

「英文契約編」2万8千円、「中国輸出ﾋﾞｼﾞﾈｽ編」2万円

 受講期間は開講日から11週間です。

http://www.jetro.go.jp/elearning/
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 2014年度実績派遣地域：17ヵ国

(ベトナム、インド、インドネシア、バングラデシュ、タイ、フィリピン、
ミャンマー、マレーシア、トルコ、スリランカ、ペルー、エクアドル、
コロンビア、カンボジア、ラオス、セルビア、モザンビーク)

• 派遣対象：社会人と学生(191人)を派遣

社会人のうち中小企業からの派遣は約1/2（42人）

• 派遣期間：2.5～6ヵ月

2015年度は、150人を派遣予定。

＜インターン成果報告＞

• 現地インフラ開発の実情や未整備による経済発展の妨げを身
をもって感じることができた。(バングラデシュ)

• 日系、ローカルをはじめ幅広くネットワークの構築ができ、海外
進出に向けてよい情報収集ができた。(マレーシア)

＜インターン所属企業からのコメント＞

• 自主的に考えること、特に現地の文化・慣習を日本文化との違
いを踏まえた思考ができるようになった

• 現地からの定期的な情報提供でほかの社員の国際化に役立
った。

• 中小企業ではグローバル展開の機会、情報入手が困難である
ので今後もこの事業を活用しグローバル人材を育てたい。
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【アジア】 15カ国・26事務所 【北 米】 2カ国・8事務所 【中南米】 9カ国・9事務所 【欧 州】 13カ国・14事務所
【ロシア・CIS】 2カ国・3事務所 【大洋州】 2カ国・2事務所 【中 東】 5カ国・5事務所 【アフリカ】 6カ国・6事務所
2015年度にアディスアベバ事務所新設（年度内予定）

ジェトロの海外ネットワーク (2015年12月時点）
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54カ国、73事務所



ジェトロ東北事務所ネットワーク

Copyright (C) 2015 JETRO. All rights reserved.
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 ジェトロ青森
電話：017‐734‐2575、 メール：aom@jetro.go.jp
〒030‐0802 青森県青森市本町1‐2‐15 青森本町第一生命ビル5F

 ジェトロ盛岡
電話：019‐651‐2359、 メール：mor@jetro.go.jp
〒020‐0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通2‐9‐1 マリオス3階

 ジェトロ仙台／東北地域統括センター
電話：022‐223‐7484、 メール：sen@jetro.go.jp
〒980‐0811 宮城県仙台市青葉区一番町4‐6‐1 仙台第一生命タワービルディング
18階

 ジェトロ秋田
電話：018‐865‐8062、 メール：aki@jetro.go.jp
〒010‐0951 秋田県秋田市山王2‐1‐40 田口ビル1F

 ジェトロ山形
電話：023‐622‐8225、 メール：yat@jetro.go.jp
〒990‐0042 山形県山形市七日町3‐5‐20 富士火災山形ビル4階

 ジェトロ福島
電話：024‐947‐9800、 メール：fma@jetro.go.jp
〒963‐0115 福島県郡山市南2‐25 ビッグパレットふくしま3F

ご相談はお近くのジェトロ
事務所まで、電話でも
メールでも、
いつでも大歓迎です。

各地のセミナーや商談会等
はメールマガジンに登録して
いただくのが便利です。
例：

「ジェトロ仙台」で検索し、「メールマ
ガジン」をクリック。



ご清聴ありがとうございました。

【免責事項】本報告書で提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用下さい。本資料

の掲載内容はできるだけ正確な情報の提供を心掛けておりますが、本資料で提供した内容に関連して、ご利

用される方が不利益等を被る事態が生じたとしても、ジェトロ及び執筆者は一切の責任を負いかねますので、

ご了承ください。
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